
作業主任者の選任について再確認をお願いします。 

 

 

 

姫路労働基準監督署 

作業主任者は、労働安全衛生法第 14条により、労働災害を防止するための管理を必要と

する一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。 

皆様の事業場において、作業主任者を選任すべき作業があるかを確認いただき、選任して

いない場合は、有資格者より選任を行って下さい。 

参考までに、「金属アーク溶接等作業」・「特別有機溶剤業務」関係について掲載いたしま

す。 

 


